
平成25年における熱中症に関する農林水産省の取組

平成25年10月28日

第１回熱中症関係省庁連絡会議幹事会

農林水産省では、熱中症対策について７月の熱中症予防強化月

間にあわせて以下の取組を行った。

①農作業中の熱中症予防のための留意点について、都道府県およ

び農業機械業界団体等へ通知を発出し、農業者へ徹底指導を行

った （別紙１）。

②農作業時における熱中症の注意喚起のため 「熱中症予防声掛け、

プロジェクト」と連携し作成したポスター約18,000枚をJAや農

業機械の販売店、行政機関等に配布するとともに、チェックシ

、 。（ ）ートを作成し 農林水産省のホームページに掲載した 別紙２

③ 地方農政局においても独自に熱中症の注意喚起チラシを作成

し、農業者へ配布した （別紙３）。

④農林水産省の職員も屋外の現場作業等で熱中症になる危険性が

あることから、本省職員に対して、熱中症への注意を促すとと

もに、熱中症予防強化月間を周知した。
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